
上越市中山間地域振興作物生産拡大事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、過疎化及び高齢化が進行している中山間地域の農地の荒廃を防ぎ、農

地の有効活用、農地の多面的機能の保全及び農業所得の向上を図るため、中山間地域の農

地に振興作物を作付けるために要する経費について、予算の範囲内で交付する補助金の交

付に関し、上越市補助金交付規則（昭和４６年上越市規則第５６号。以下「規則」とい

う。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとす

る。 

⑴ 中山間地域 上越市中山間地域振興基本条例（平成２３年上越市条例第３６号）第２

条第１号に規定する中山間地域又は中山間地域等直接支払交付金実施要領（平成１２年

４月１日付け１２構改Ｂ第３８号農林水産事務次官依命通知。以下「要領」という。）

第４の２に定める対象農用地が存する区域となり得る地域をいう。 

⑵ 農地 農業委員会が農地法（昭和２７年法律第２２９号）第２条第１項に規定する農

地に該当しないと判断していないものをいう。 

⑶ 振興作物 販売を目的に栽培する作物（水稲又はこれに類する作物を除く。）をいう。 

⑷ 農地の再生作業及び営農定着作業 排水対策、深耕、土壌改良、営農資機材の調達、

肥培管理等を行うことをいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる人及び団体（以下「補助対象者」という。）は、

次のいずれかに該当する人及び団体とする。 

⑴ 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１３条第１項に規定する認定

農業者 

⑵ 要領第６の２に規定する集落協定又は個別協定を締結している団体 

⑶ 農家組合 

⑷ 農業者３戸以上で構成する団体 

⑸ その他市長が認める人又は団体 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、生産面積が

１０アール以上の中山間地域の農地において、本市と事前に協議し、決定した振興作物を

栽培するために行う次に掲げる事業とする。 



 ⑴ 農地の再生作業及び営農定着作業 

 ⑵ 種苗販売業者からの種苗の購入 

（補助対象農地） 

第５条 補助対象事業を行う農地は、次のいずれかに該当する農地とする。 

 ⑴ 中山間地域において、作物を栽培していない農地 

 ⑵ 中山間地域において、水稲の作付けが困難な状態となり、休耕地となるおそれのある

農地 

⑶ その他市長が認める農地 

（補助対象経費及び補助金の額等） 

第６条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表左欄に

掲げる経費とする。 

２ 前項に規定する補助対象経費は、消費税（地方消費税を含む。以下同じ。）を除くもの

とする。ただし、申請時において、免税事業者（消費税法（昭和６３年法律第１０８号）

第９条第１項の規定により消費税を納める義務を免除される事業者をいう。）又は簡易課

税制度採択者（同法第３７条の規定により中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特

例を受ける事業者をいう。）に該当する場合にあっては、消費税を含む補助対象経費とす

ることができる。 

３ 補助金の額は、補助対象経費の区分に応じ、別表右欄に定める額（当該額に１，０００

円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額）とする。 

４ 補助金の交付は、一のほ場につき、１回を限度とする。ただし、別表１の項に掲げる補

助対象経費と同表２の項又は３の項に掲げる補助対象経費を同時に申請する場合にあって

は、当該申請を１回とみなすものとする。 

５ 一の補助対象者は、一のほ場につき、別表２の項に掲げる補助対象経費及び同表３の項

に掲げる補助対象経費を同時に補助対象経費とすることはできない。 

（交付申請書の添付書類） 

第７条 規則第２条第３号の市長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。 

⑴ 補助対象事業を実施するほ場の地番、地目、面積等が分かる書類 

⑵ 補助対象事業を実施するほ場の現況写真 

⑶ 第３条第３号に掲げる団体にあっては、団体の規約又は法人の定款及び構成員名簿 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

 （交付条件） 

第８条 規則第４条の規定により付する条件は、災害等やむを得ない場合を除き、事業実施



の翌年度以降３年間は継続して補助事業の振興作物を栽培及び出荷しなければならないこ

ととする。 

（実績報告書の添付書類） 

第９条 規則第８条第１項の市長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、

山菜、アスパラガス、らっきょうその他の植付けから収穫まで複数年を要する振興作物を

作付けするときは、第６号に掲げる書類の添付を省略することができる。 

⑴ 事業実施状況報告書 

⑵ 収支決算書 

⑶ 重機の借上げ、種苗の購入等を行った場合は、その請求書又は領収書の写し 

⑷ 作業日報 

⑸ 補助対象事業の実施中及び完了後の写真 

⑹ 振興作物を出荷したことを証明する出荷伝票その他の書類 

⑺ その他市長が必要と認める書類 

２ 前項ただし書の場合において、補助事業者は、補助対象農地における本市の現地確認を

受けなければならない。 

 （交付年度以降の出荷状況等の報告） 

第１０条 補助事業者は、事業実施の翌年度以降３年間は、毎年度、前条第１項第６号に規

定する書類又は同項ただし書の規定により書類の添付を省略した場合にあっては、管理、

成育状況等を記した書類を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、災害等やむを得ない事情により、事業実施の翌年度以降３年

間継続して、栽培及び出荷ができない場合は、市長にその旨を報告しなければならない。 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から実施する。 

  附 則 

（実施期日） 

１ この要綱は、令和２年４月１日から実施する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の上越市中山間地域振興作物生産拡大事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の

実施の日以後に申請のある補助金の交付について適用し、同日前に申請のあった補助金の

交付については、なお従前の例による。 



（実施期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から実施する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の上越市中山間地域振興作物生産拡大事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の

実施の日以後に申請のある補助金の交付について適用し、同日前に申請のあった補助金の

交付については、なお従前の例による。 

 

別表（第６条関係） 

補助対象経費 補助金の額（１０アール当たり） 

１ 農地の再生作業及び営農定着

作業に要する経費 

要する経費の実費相当額とし、７万５，０００円

を限度とする。 

２ 種の購入に要する経費 
要する経費の実費相当額とし、８，０００円を限

度とする。 

３ 苗の購入に要する経費 
要する経費の実費相当額とし、１０万円を限度と

する。 

備考 種苗の購入に要する経費は、自ら種苗を採取する場合の旅費、食糧費等の経費及

び種苗の販売を業として行っていない人及び団体から購入する場合の購入費を除く。 

 

 


